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介護予防・日常生活支援総合事業市外用（茨木市以外） 

変更・廃止・加算届提出書類一覧（訪問介護相当サービス）  

■届出について 【郵送受付】 

・届出の期限は変更日から１０日以内となっています。  

（変更日より１ヶ月経過して提出する場合は遅延理由書の提出もお願いします。） 

■提出書類及び届出方法（以下のとおり）  

※返信用の定型封筒に必要分の切手を貼って返送先住所宛名を明記し同封してください。  

・内容によっては必要となる書類が変わることがあります。  

（注意） 変更届連絡票を必ずつけて提出して下さい。（書類の問合せや事務処理に必要） 

 

◆サービス情報の変更 提出書類一覧 

サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば同一所在地に同一法人

の運営する複数の指定事業所がありそれぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所

から届出書・添付書類の提出が必要となります。 

変更する事項 提出書類 留意点 

事業所の名称 

事業所の所在地（移転） 

専用区画などの変更 

 

・市外用変更届出連絡票、定型封筒(切手必要分貼付) 

・変更届出書（様式第４号） 

・指定に係る記載事項（付表Ｔ１） 

・運営規程（参考資料５－１Ｓ） 

・老人居宅生活支援事業変更届出書（様式第１７号） 

 

＊移転・専用区画の場合のみ 

・指定権者へ提出し受領印が押された変更届出書（写し） 

 

＊平面図・写真・案内図

など、本来提出を求め

るものを、事業所所在

地の市町村指定権者に

て確認受理されている

変更届（写し）をもっ

て、省略します。 

管理者の変更 

又は住所変更等 

・市外用変更届出連絡票、定型封筒(切手必要分貼付) 

・変更届出書（様式第４号） 

・指定に係る記載事項（付表Ｔ１） 

・誓約書（参考様式９－５） 

・老人居宅生活支援事業変更届出書（様式第１７号） 

 

■兼務している場合のみ 

・資格を証する書類（写し）  

・組織体制図（参考資料１）（兼務がわかるように作成） 

 

※婚姻等による氏名変更、又は引越し・住居表示の変更等による

住所変更のみの場合 

・市外用変更届出連絡票、定型封筒(切手必要分貼付) 

・変更届出書（様式第４号） 

・指定に係る記載事項（付表Ｔ１） 

・老人居宅生活支援事業変更届出書（様式第１７号） 

＊氏名変更の場合のみ 
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◆サービス情報の変更 提出書類一覧続き 
変更する事項 提出書類 留意点 

サービス提供責任者 ・市外用変更届出連絡票、定型封筒(切手必要分貼付) 

・変更届出書（様式第４号） 

・指定に係る記載事項（付表Ｔ１） 

【サービス提供責任者の数に増減があった場合】  

利用者実数（前３月平均）を記入してください。  

・資格を証する書類（写し） 

・老人居宅生活支援事業変更届出書（様式第１７号） 

 

※以下の場合にも変更届が必要となります。 

①婚姻等による氏名変更、又は引越し・住居表示変更等による 

住所変更のみの場合 

②退職等によりサービス提供責任者数が減少するのみの場合 

 

・市外用変更届出連絡票、定型封筒(切手必要分貼付) 

・変更届出書（様式第４号） 

・指定に係る記載事項（付表Ｔ１） 

・老人居宅生活支援事業変更届出書（様式第１７号） 

＊氏名変更の場合のみ 

 

 

運営規程 ① 営業日・営業時間 

② サービス提供日・時間 

③ 利用料金 

④ サービス提供責任者の増減 

上記①～④の変更の場合 

・市外用変更届出連絡票、定型封筒(切手必要分貼付) 

・変更届出書（様式第４号） 

・指定に係る記載事項（付表Ｔ１） 

  ＊③の変更の場合は提出不要 

・老人居宅生活支援事業変更届出書（様式第１７号） 

＊④の変更の場合のみ提出要 

 

※ 従業者の人数に変更があった場合、その度の届出は不要です。 

但し、管理者の変更があった場合、指定時に係る記載事項 

（付表Ｔ１）に、その時点での従業者の人数を記載してください。 

※ 茨木市利用者への運営規程を作成する場合は、参考資料５－１Ｓ

「訪問介護相当サービス」を参照してください。変更内容によって

は、上記以外の書類の提出を求める場合があります。 

 

運営規程の提出は 

不要ですが、事業所

にて変更しておいて

ください。 
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◆法人情報の変更 提出書類一覧 
法人情報の変更届については、法人単位での届出となります。 

同一法人の下に茨木市内に複数の指定事業所がある場合、一事業所からの届出を以って他の全ての事業

所からの届出とみなします(事業所一覧の添付必須)。また、他の市町村にも指定事業所がある場合は、

その事業所分は当該市町村を所管する行政庁に別途届出が必要です。 

変更する事項 提出書類 留意点 

法人の名称 

法人の所在地 

 

・市外用変更届出連絡票、定型封筒(切手必要分貼付) 

・変更届出書（様式第４号） 
※ 法人の電話・ＦＡＸ番号が変更になる場合は、記載してください。 

・履歴事項全部証明書（原本のみ）※1 

・老人居宅生活支援事業変更届出書（様式第１７号） 

・事業所一覧(参考様式１１)  ※2 

 

 

 

 

 

 

※1 

現在事項証明書は不可。 

 

※2 

茨木市の指定を受けてい

る複数の介護事業所があ

る場合は提出ください。 

法人代表者の 

氏名、生年月

日及び住所 

・市外用変更届出連絡票、定型封筒(切手必要分貼付) 

・変更届出書（様式第４号） 

 （変更後）欄に以下の項目を記入してください。 

 1. 法人代表者の氏名とふりがな 

 2. 生年月日 

 3. 郵便番号・住所 

 4. 連絡先：電話番号・ＦＡＸ番号（ある場合のみ） 

・履歴事項全部証明書（原本のみ）※1 

・誓約書（参考様式９－５） 

※代表者の住所変更があった場合は、誓約書の添付は必要ありません。 

・事業所一覧(参考様式１１) ※2 

 

 

注 2: 事業所一覧(参考様式 11)に次のサービスの記載がある場合、老人福祉法上の届出が必要で

す。（全サービス共通） 

 

●老人居宅生活支援事業変更届出書（様式第１７号） 

老人福祉法上サービス名 対象介護サービス名 

老人居宅介護支援事業 
訪問介護、訪問介護相当サービス、訪問型サービスＡ、 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護 

老人デイサービス事業〔注〕 

【老人福祉ｾﾝﾀｰ等他の用途に利用されている施設を

利用する場合】 

通所介護、地域密着型通所介護、通所介護相当サービス、 

(介護予防)認知症対応型通所介護 

〔注〕様式第２０号：「単独で設置」「老人デイサービスセンター」通所介護、地域密着型通所介護、通所介護相当サービス、(介護予防)認知症

対応型通所介護と「老人短期入所施設」 (介護予防）短期入所生活介護は提出対象外となります。 
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◆廃止届出について 

 
茨木市の利用者がいない場合、今後茨木市の利用者の見込がない場合は、廃止届を提出してください。 

 

廃止届の提出期限・・・廃止予定日の１ヶ月前 

届出内容 必要書類等 

廃止届 ① 市外廃止届連絡票、定型封筒(切手必要分貼付) 

② 廃止（休止・再開）届出書（様式第５号） 

③ 指定書（原本） 

④ 指定書を提出できない理由書 （任意様式） 

（③の指定書（原本）を紛失した等、提出できない場合のみ必要）  

 

⑤ 利用者に対する措置状況（任意様式） 

（注意）利用者の個人情報（氏名）は記載しないでください。 

廃止（休止・再開）届出書（様式第５号）の「現にサービス又は 

支援を受けていた者に対する措置」欄に記載できる場合は添付不要 

 

⑥ 老人居宅生活支援事業廃止等届出書（様式第１８号） 
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■届出について 【郵送受付】

■算定時期：15日到着分は翌月から。16日以降の到着分は翌々月から。

①

②

③

④

①

②

③

①

②

③

④

茨木市内に事業所がない場合は、計画書・実績報告書の提出は不要です

変更届連絡票、定型封筒（切手必要分貼付）

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

ＬＩＦＥへの登録　

こちらのページﾞを参照。

（訪問介護相当サービス）　

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（参考様式8-A2）

介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定につい

て（別紙37）

（訪問介護相当サービス）　 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（参考様式8-A2）

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

割　　引 変更届連絡票、定型封筒（切手必要分貼付）

区　　分 必　要　書　類

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（参考様式8-A2）

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (Ⅱ)

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算

処遇改善計画書一式

介護職員等ベースアップ等支援加算

変更届連絡票、定型封筒（切手必要分貼付）

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

（訪問介護相当サービス）　

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧

※この要件は令和４年８月１日現在のものです。

今後、厚生労働省からの通知があった場合は、要件の内容について見直す場合がありますので、予めご了承ください。

１　提出書類一覧

（訪問介護相当サービス）

〔記載事項の注意点〕

介護給付費算定に係る体制状況一覧表・・全ての項目に○をつけてください。

変更のない加算についても全項目記入の上、変更する項目の「異動（予定）年月日」に変更日を記入してください。

茨木市における特別地域加算、中山間地域の加算対象地域は、「該当なし」です。

茨木市の地域区分は「５級地」となります。

【提出方法：郵送】

【提出先】〒567-8505 （住所記載不要）

茨木市 福祉指導監査課 指導監査係

（連絡先）

電 話 ０７２－６２０－１８０９

ＦＡＸ ０７２－６２３－１８７６

E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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